
 

世田谷区立桜木中学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 総 則 

第１条 本会は桜木中学校ＰＴＡと称し、会員は同校に在籍する生徒の保護者と教職員を

もって組織する。 

第２条  本会の事務所を同校内におく。 

 

第２章 目 的 

第３条  本会は会員が相互に力を合わせて生徒の福祉を増進し、学校・家庭・社会における

教育効果の向上に協力すると共に、会員相互の教養を高める事を目的とする。 

第４条  本会は営利的、宗教的または政治的性格を持たない団体として活動する。 

第５条  本会は学校の方針に協力し、干渉しない。 

第６条  本会は他校のＰＴＡおよび連合ＰＴＡに協力する。 

 

第３章 事 業 

第７条 本会は第３条の目的を達するために次の事業を行う。 

１ 会員相互の教養を高めるための研究会、講演会およびＰＴＡ図書館活動。 

２ 会員相互の意思交流やＰＴＡ活動の広報のための会報発行。 

３ 生徒の福祉厚生および会員相互の親睦活動。 

４ その他本会の目的達成上必要な活動。 

 

第４章 会 計 

第８条 本会の経費は会費、寄附金およびその他の収入をもってあてる。 

会費は月額２００円（年間２、４００円） 

第９条 会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第５章 役員・会計監査・委員 

第１０条 本会には次の役員および会計監査をおく。 

１ 会 長   １名（保護者１） 

１ 副会長   ３名（保護者２ 教職員１） 

１ 書 記   ３名（保護者２ 教職員１） 

１ 会 計   ３名（保護者２ 教職員１） 

１ 会計監査  ２名（保護者２） 

第１１条 役員および会計監査の選出方法は別に定め、総会に報告する。 

役員および会計監査の任期は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

第１２条 役員および会計監査の任務 

１ 会長は本会を代表し、会務を統理する。 

１ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 

１ 書記は記録の作成その他の庶務を掌る。 

１ 会計は会計事務を処理し、財産の保管を掌る。 

１ 会計監査は年度の会計を監査し、総会に報告する。 

 

 



第１３条 本会には次の委員会をおく。 

学年委員会、専門委員会（文化厚生・広報・校外） 

前項の外に必要に応じて特別委員若干名をおくことができる。 

第１４条 各委員会の委員は各学級ＰＴＡ集会において選出し、会長がこれを委嘱する。 

第１５条 委員は学年委員会と専門委員会に所属し、委員会の業務を推進する。 

第１６条 役員、会計監査、委員の任期は１年間とし、再任を妨げない。 

第１７条 保護者の役員と会計監査および委員は兼任を認めない。（特別委員は除く） 

 

第６章 会 議 

第１８条 総 会 

総会は定期総会および臨時総会とする。 

定期総会は毎年度始めに開き、予算、決算、会則の改正その他重要事項を審議

承認する。 

臨時総会は会長が必要と認めたとき、および会員の３分の１以上の要求があっ

たときに招集する。 

総会は委任状を含めた会員の過半数をもって成立する。 

総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。 

特別な事由により、総会の開催が困難な場合は、運営委員会の判断により、総

会議案の議決を会員の書面等による決議に代えることができるものとする。 

第１９条 学級ＰＴＡ集会・学年委員会 

１ 学級ＰＴＡ集会は、各学級の委員が中心となって運営する。 

１ 学年委員会は学年委員で構成し、学年・学級ＰＴＡの連携を保ちつつ、生徒の

教育向上のために必要な協議を行う。本委員会は各学年別の委員会であり、学

年別に委員長１名（保護者）副委員長２名（保護者１教職員１）をおく。 

第２０条 専門委員会 

ＰＴＡの事業活動を推進するため文化厚生・広報・校外の各専門委員会をおく。 

専門委員会には委員長１名（保護者）副委員長２名（保護者１教職員１）をお

く。 

第２１条 運営委員会 

本委員会は役員および各学年委員長、副委員長と各専門委員会の委員長、副委

員長をもって構成し、総会につぐ審議機関として予算・年間活動計画等重要議

題の原案を審議し、また、本会の運営上必要事項の協議を行う。 

第２２条 役員会 

役員をもって構成し、総会・運営委員会等の審議事項の実施ならびに会の統括

を行う。 

 

第７章 補 則 

第２３条 本会の会則は総会の承認を経て改正することができる。 

第２４条 会長はこの会則を施行するために必要な細則を定めることができる。 

 

本会則は昭和４６年４月改正実施 

昭和５２年３月・昭和５７年４月・昭和５８年４月・昭和６３年４月・平成６年４月・ 

平成１２年５月・平成１４年５月・平成２３年４月・令和２年６月・令和３年５月・ 

令和４年５月一部改正実施 

本会の設立は昭和２２年４月１日である。 



 

役員および会計監査選考に関する規定 

 

１. 本会はＰＴＡ会則第１１条により選考委員会（昭和４５年１２月３日承認）を設け、役

員および会計監査を選出する。 

 

２. 本委員会は役員から１名、各学級から１名の保護者代表および若干名の教職員代表をも

って構成する。 

 

３. 本委員会は互選により、委員長１名、副委員長２名（内教職員１名）を選び運営する。 

 

４. 本委員会の任期は選考開始時から選考終了時までとする。 

 

５. 候補者の選考は、会員からの推薦を受け、その推薦順位を尊重して行う。 

 

６. ５項で選出された候補者は、運営委員会の承認を得た後、全会員に告知し、承認を得、

役員および会計監査として決定する。 

 

７. 会則にある教職員からの役員は、学校側で決める。 

 

８. 年度途中で、役員および会計監査の辞任があった場合は、５項において選ばれた候補者

の中から運営委員会で選出する。 

 

（付記） 

◎選考委員会は非公開とする。 

◎選考委員が上位推薦候補者に決定した場合は、選考委員を他と交代する。 

◎本規定は昭和４６年度の役員および会計監査選考時から施行する。 

 

平成１２年５月・平成１５年５月・平成２０年５月 一部改正実施 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
慶 弔 規 定 

 
   本会は規定に基づいて会員の慶弔の意を表す。 
  
    保護者会員  死亡     １００００円 
    生 徒    死亡     １００００円 
    教職員本人  死亡     １００００円 
    教職員配偶者 死亡      ５０００円 
    教職員一親等 死亡      ５０００円 
    教 職 員  結婚      ５０００円 
    教 職 員  出産      ５０００円 
    教 職 員  病気      ３０００円 
  

 ◎特別な場合は、この規定にかかわらず役員会の協議により、別途考慮 
することができる。 

 


